
令和７年度(繰)ラップ式簡易トイレ一式購入に係る仕様書 

 

１．物  品   ラップ式簡易トイレ一式 

 

２．物品内訳及び数量 

No. 品名 数量 

（１） ラップ式簡易トイレ本体 ３６台 

（２） ラップ式簡易トイレ用バッテリー ３６個 

（３） 簡易トイレ用手すり ３６基 

（４） 簡易トイレ用ワンタッチテント ３６基 

 

３．納入場所   角田市役所（角田市角田字大坊４１） 

 

４．納入期限   令和８年１２月１８日（金）まで 

 

５．仕  様 

  物品は、以下に示す本体及び付属品で構成されるものとし、別記６の想定品と同程 

度又はそれ以上の能力を有すること。 

 

（１）ラップ式簡易トイレ本体 

項目 規格・内容 

機  構 
水を使わずに熱圧着で１回ごとに排せつ物をフィルムで密封するも

のであること。 

操作方法 
リモコン式ボタン操作で自動的に排せつ物を密封し、切り離すことが

できること。 

組立方法 
工具を使用せずに組み立てることができること。便座は取り外すこと

ができ、水洗い及び次亜塩素酸消毒が可能であること。 

寸  法 
使用時：幅 390㎜、奥行き 460㎜、高さ 400㎜ 程度 

収納時：幅 390㎜、奥行き 460㎜、高さ 270㎜ 程度 

重  量 
本体：概ね 12㎏以下 

ACアダプター：概ね 500g以下 

材  質 
本体・脚部：アルミ合金製 

便座：ポリプロピレン樹脂 

電  源 

AC100V、50・60Hz（ACアダプター）又は DC14.4V（専用バッテリー）

又は DC12V（車用 DCケーブル）を切り替えて選択できること。 

ACアダプター及び電源コードが付属していること。 

耐 荷 重 150㎏以上 



 

 （２）ラップ式簡易トイレ用バッテリー 

項目 規格・内容 

機  構 （１）ラップ式簡易トイレ本体に接続できること。 

電池容量 6900mAh 

出力電圧 14.4V 

USB 出力 DC5V 最大 2A 

充 電 池 リチウムイオンバッテリー 

充電時間 
概ね 4時間以下 

満充電での使用が複数回可能であること。 

残量表示 有り（複数の段階で確認できること。） 

適応規格 PSE、CE 

寸  法 幅 86㎜、高さ 162㎜、厚み 30㎜ 程度 

重  量 概ね 650ｇ以下 

 

（３）簡易トイレ用手すり 

項目 規格・内容 

構  造 
（１）ラップ式簡易トイレ本体の規格に適合し、手すり及び背もたれ

があり、組立式であること。 

寸  法 

本体：幅 570㎜、奥行き 570㎜、高さ 820㎜ 程度 

手すり高さ：615㎜ 程度 

背もたれ高さ：820㎜ 程度 

重  量 概ね 8㎏以下 

材  質 
本体：鋼材 

手すりクッション部：エラストマー 

 

（４）簡易トイレ用ワンタッチテント 

項目 規格・内容 

構  造 
（１）ラップ式簡易トイレ本体の規格に適合すること。 

天幕とフレームが一体となっており、広げるだけで自立するもの。 

寸  法 
展開時：幅 1250㎜、奥行き 1250㎜、高さ 1850㎜ 程度 

収納時：幅 610㎜、奥行き 610㎜、高さ 60㎜ 程度 

重  量 概ね 3㎏以下 

材  質 
ポリエステル 

遮光性があり透けない素材であること（採光部を除く）。 

耐 水 圧 29.000mm 程度 

通 気 口 有り 

 



６．想 定 品 

（１）ラップ式簡易トイレ本体 

    ラップポン・トレッカー WT-4GV(S) （日本セイフティー株式会社） 

（２）ラップ式簡易トイレ用バッテリー 

   ハンディーバッテリー （日本セイフティー株式会社） 

（３）簡易トイレ用手すり 

   ラク・アーム WR-3 （日本セイフティー株式会社） 

（４）簡易トイレ用ワンタッチテント 

    ワンタッチテント WPT-01 （日本セイフティー株式会社） 

 

７．そ の 他 

 ・新品であること。 

 ・ラップ式簡易トイレ一式は、国又は地方公共団体への納入実績のある既製品であり特 

注品ではないこと。 

 ・受注者は、納品後、１年以内において物品の材料、設計、製造、設置方法に起因する 

  不具合が生じたときは、修理又は交換する責を負うものとし、その費用も受注者が負 

うものとする。ただし、メーカ等が別に定めた保証期間が１年を超える場合にはそれ 

を適用する。 

 ・受注者は、速やかなアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有するものと 

する。 

・輸送費等の納入に係る費用を含むものとする。 

・仕様書に記載が無い事項については、発注者と受注者がその都度協議のうえ決定す 

ることとする。 

 

８．担 当 課   角田市総務部防災安全課 


